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国内ではこれまでに多くの大規模自然災害等が発生し、人々はさまざまな混乱を乗り越える中でそ

の被害から教訓を得、防災や減災に関する規制や基準の強化、取組水準の向上を繰り返して、現在の

暮らし、事業活動が営まれています。 

平成２３（2011）年３月１１日に発生した東日本大震災は、国内最大級のマグニチュード９．０

の地震により、宮城県で最大震度７を観測しました。この地震により発生した大津波は東北地方から

関東地方の太平洋沿岸に襲来し、各地に甚大な被害をもたらしました。本市においては震度５弱を観

測し、建物外壁の亀裂やコンクリートブロック塀等の物的被害、一部では電気、水道等のライフライ

ン被害が発生し、さらに、３月１４日から始まった計画停電により、日常生活や企業活動等にも大き

な影響を及ぼしました。 

国は、東日本大震災後の平成 25（2013）年に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防

災・減災等に資する国土強靭化基本法」（以下「基本法」という。）を制定し、国土強靭化に関する

国の計画等の指針として国土強靭化基本計画（以下「国強靭化計画」という。）を定めています。神

奈川県では、国の動きを受けて、平成 29（2017）年３月に、県における国土強靭化に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するための指針として神奈川県国土強靭化地域計画（以下「県強靭化計

画」という。）を策定しています。 

国土強靭化について、国では「いかなる災害等が発生しようとも、人命の保護が最大限に図られ、

社会の重要な機能が致命的な障害を受けず、被害を最小化し、迅速に復旧・復興する、「強さ」と

「しなやかさ」を併せ持った安全・安心な地域・経済社会を構築するもの」と定義しています。 

 

東日本大震災の発生直後に急激に高まった人々の防災意識は、その後、関東・東北豪雨、熊本地

震、大阪北部地震、九州北部豪雨、北海道胆振東部地震、本市でも避難指示を発令した令和元

（2019）年台風 19 号（東日本台風）というように、全国的に大規模自然災害が頻発していること

により、防災意識は高めに保たれて、以前にも増して着実に計画的に防災・減災、地域の強靭化に向

けた取り組みを進めていくべき機運が高まっていると考えています。この取り組みを進めていくこと

は、持続可能な開発目標（SDGｓ）の一つである、ゴール１１「包括的で安全かつ強靭で持続可能

な都市及び人間居住を実現する」に貢献します。 

また、近年、激甚化・頻発化する風水害には、地球温暖化の影響があると考えられ、今後も増加す

ることが予測されています。この中にあって、本市では令和 3（2021）年 4 月 1 日に「気候非常

事態宣言」を表明し、脱炭素社会への移行を見据えながら、市民、事業者などと行政が一丸となって

気候変動対策に取り組んでいくことが必要です。これらに鑑み、様々な大規模自然災害等が発生した

としても、機能不全に陥らず、市民の生命及び財産を守るための本市の国土強靭化に関する指針とし

て、茅ヶ崎市国土強靭化地域計画（以下「本計画」という。）を策定します。  
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本計画は、本市における地域の強靭化に向けた取り組みに関する分野の横断的で不変的な“指針”

であり、個別の取り組みを体系化して“実行”していく内容も含めます。地域の強靭化という一つの

観点における“指針”として「茅ヶ崎市総合計画（以下「市総合計画」という。）」と関わり、具体

的な取り組みは茅ヶ崎市実施計画 2025 をはじめ、各分野の個別計画と連動することとなります。 

特に、防災分野の法定義務計画である「茅ヶ崎市地域防災計画（災害対策基本法）」との関連につ

いては、本計画が土地利用や経済社会システムまでを積極的に対象に含める点などの違いに配慮し

て、相互に整合を図るようにしています。 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

地域防災計画は、地震や風水害など災害の種類ごとに対応策を検討しますが、本計画では、地域で

想定される自然災害全般を見据え、起きてはならない最悪の事態として様々な視点のリスクシナリオ

を設定し、既存の取組の脆弱性を評価した上で対応策を検討します。 

特に相違が大きい点としては、大規模自然災害が｢まだ発生していない｣平常時から着実に行ってお

くべき事前の取り組みを中心としていること、平常時の産業経済や土地利用のあり方を含む幅広い分

野を対象としていることが挙げられます。 

 

 

 

本計画の計画期間は、令和５（2023）年度から令和 12（2030）年度までの８年間として、

「市総合計画」と終期を合わせることとします。 

本計画に位置付ける取り組みは、いざ、大規模自然災害が発生してしまうまで着実に進めるべきも

のです。そのため、国強靭化計画や県強靭化計画の見直し、社会経済情勢の変化等を踏まえて、必要

がある場合にのみ計画の見直しを行うこととします。  
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本計画では、基本法に基づいて「あらゆる大規模自然災害」を対象とし、本市において想定のある

次の自然災害が、将来に発生してしまう事態をイメージして、発生以前から何に取り組んでおくべき

かを整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

自然災害の発生自体を抑止することはできませんが、日々、その発生メカニズムの科学的解明や、

発生予測の高精度化に向けた研究が進んでおり、本市も複数の自然災害を対象に「ハザードマップ」

などを公表しています。「ハザードマップ」は大規模自然災害が発生した際の被害想定や避難先等を

示しておりますが、多くの方は被災経験がないことから、災害発生時の状況を具体的にイメージする

ことは難しいかもしれません。毎日の生活や事業活動において「いつの日か大規模自然災害が発生す

る」ことを常に意識し続けることは難しいですが、まち全体として次の基本的な認識を持っていくこ

とが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

次節以降では、本計画が対象とする大規模自然災害の対象別に、本市の自然特性からどのような災

害発生予測があるか、市域の人口、産業、土地・建物などからみたその災害による影響度合いの概要

を示します。 
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本市では、プレート境界型、活断層型、海溝型などの複数のタイプの大規模地震の発生が予測され

ており、それぞれの震源地の近さや震源の深さ、規模（マグニチュード）等によって、市域の揺れ方

（震度）が異なります。地震動が地中を伝播する過程で表層部分の地形・地質が揺れやすさに影響

し、相模川や小出川沿いの沖積低地、北側丘陵部の火山性台地、丘陵部から海岸へ続く砂丘から成る

本市は比較的揺れやすい特性を有しているとされています。 

また、地下水を含む砂質土が強い地震動を受けて起こる液状化現象も、本市の地盤特性からは広範

囲で発生の可能性が認められます。 
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神奈川県地震被害想定調査報告書（平成 27（2015）年 3 月）において、本市で最も大きい予測

震度は“震度７”で、気象庁の解説に照らすと、人は「立っていられない、這わないと動けない」、

耐震性が低い木造建物は「傾くもの、倒れるものが多くなる」、耐震性が低い鉄筋コンクリート造建

物も「壁・梁・柱などの部材にひび割れや亀裂が多くなる。1 階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れる

ものが多くなる」など、容易に想像できない状況が予測されています。 
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 このような非常に強い地震動が発生してしまった場合、被害の内容や大きさには人口や産業の分

布、土地・建物の状況が関連します。本市は住宅都市として成熟期にあり、市街化区域の人口密度は

全体的に高く、都市的な土地利用が進んでいます。JR 東海道本線の南側は戸建て主体の住宅地、北

側には古くからの工業系土地利用と住宅地、駅周辺には商業系土地利用が分布しています。地震の揺

れによる被害は、建物の構造と経過年数が大きく影響しますが、耐震性が低いとされる昭和 57

（1982）年より前の建物も一定程度は存在しています。 
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津波が広範囲に壊滅的な被害を発生させることは、平成 23（2011）年の東日本大震災で改めて

認識され、発生確率によらず、想定外を作らない考え方が一般化されました。本市にも、大規模地震

に伴う津波の発生予測があり、茅ヶ崎市津波ハザードマップ（平成 24（2012）年 6 月）、神奈川

県津波浸水想定図（平成 27（2015）年 3 月）で浸水域、浸水深等の予測結果を知ることができま

す。 

津波による被害規模には、浸水域の広さにつながる最大津波到達高、浸水域外への避難時間の確保

として最大津波波到達時間が関連します。次表は、県による複数地震の予測結果から、本市における

最も高い最大津波到達高の地震と最も短い到達時間の地震を抽出したものです。今後 30 年以内の発

生確率が｢評価なし｣、｢ほぼ 0～5％｣と確立は低いものの、未解明な事態がある自然現象であること

から、発生することも有り得るという考え方のもと、想定される状況を把握しておくことが必要で

す。 
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大規模地震の発生後には、飲食店や工場、各家庭などで火や熱を使用している場所からの出火が、

同時に、複数の地区で分散して起こることが懸念されています。また、阪神・淡路大震災や東日本大

震災では、停電から電気が復旧したことで起こる通電火災も地震の二次被害として注目されました。 

本市では、地震による地域危険度測定調査を平成 20（2008）年に実施（平成 25（2013）年

度検証）し、市街地に大規模なクラスター（延焼運命共同体）が形成されていることを示していま

す。このクラスターは、同時多発的な出火で消火活動が追い付かない（消火に駆けつけることもでき

ない）状況下で、区域内のどこか１箇所から出火して隣接する建物へと次々に燃え移って、道路など

で分断されて延焼できなくなるまで燃え広がる一帯の区域のことです。本市の市街地は一つ一つのク

ラスターが大きい（建築物数が多い）という特性があります。 

 

 

 



11 

 

 

台風や豪雨等による水害・土砂災害が日本各地で発生しており、気候変動の影響により激甚化、頻

発化しています。本市は、大半が一級水系相模川の流域（山梨県から神奈川県を縦断）に位置し、そ

の支川の小出川、千の川等が流下しています。河川の洪水氾濫については、大規模で広大な流域面積

を有する相模川と、その他の河川を対象とした浸水予測結果があります。 
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市街地への降雨は、既設の公共下水道（雨水）や水路施設、道路等の地表をたどって河川や海域へ

排水されていますが、排水可能な能力を超える強い降雨の際には、地盤が低い場所で道路冠水や床

上・床下浸水等の内水被害が発生する可能性があります。内水ハザードマップでは、河川等からの氾

濫が生じなかった場合の浸水域を示しています。 
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大きく傾斜している地形特性がある場所では、強雨時等の土砂災害が懸念されます。市街地は全体

的に平坦な場所が多いですが、局所的に高低差が大きいところもあり、市内北部の一部は土砂災害警

戒区域等、又は土砂災害特別警戒区域の指定があります。 
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本計画では、あらゆる大規模自然災害を対象としています。これまでに概要を記載した災害のほ

か、台風等で気圧が低い環境条件で海水面が吸い上げられ、さらに強風で海域から陸域へ吹き寄せら

れることによって発生する高潮、発達した積乱雲の強い上昇気流で生じる竜巻、富士山や箱根山など

の常時監視火山の噴火なども対象に含めて、地域の強靭化に向けた取り組みを検討しています。 
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本市の防災拠点は、災害種別に、あるいは対策内容別に地域防災計画で詳細をまとめています。主

には、市立小学校・中学校を避難所、県立高等学校や大規模な公園・ゴルフ場などを延焼火災から一

時的に避難する広域避難場所、病院などを医療拠点、市役所などを行政拠点等としています。 

特に発災時の人の移動や物資等の輸送に関連する緊急輸送対策としては、県が指定する緊急輸送道

路（国道・県道）に加えて、それを補完する市道を指定しており、県指定と市指定の臨時ヘリポー

ト、災害拠点病院のヘリコプター臨時離着陸場も地域防災計画に示しています。 
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2.2 に示した大規模自然災害のうち、大規模地震と地震に伴う津波、延焼火災については、神奈川

県が大地震の発生から建物やインフラ構造物の被災や避難行動までのシナリオを設定して検討した被

害想定がまとめられています。当事者意識を強くして表中の数字をみると、最大規模の地震では建物

倒壊が全壊 1 万 8780 棟、半壊 1 万 5840 棟と全市域の建物総数 8 万棟の半数弱が被害を受け、

さらに焼失も 2 万 170 棟（全半壊との重複を含む）であり、死傷者が 1 万人を超えるなど、甚大な

被害が想定されています。 
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防災・減災に係る取り組みの充実は、日常の生活や事業活動における安全・安心につながるもので

す。自助・共助・公助のいずれも重要で、各主体が日常からできることに取り組んでいくことで地域

の強靭化が進んでいきます。ここでは、市民意識調査、茅ヶ崎市実施計画 2025 策定段階で行った

オープンハウス（展示型意見交換会）で得られた地域の強靭化に関連する市民意識の概要をまとめま

す。 

 

 

 市政全般を対象に、全 49 項目についての満足度・重要度に関する質問において、地域の強靭化

に関する項目は、次図（  プロット）のようにいずれも重要度が高い結果であり、「F02 災害

対策」は全項目中で最も重要度が高くなっています。 

 

 

 

 

  

A01 子育て環境

A02 保育サービス

A03 子どもの居場所

A04 学校教育

A05 学校環境

B01 商工業振興
B02 農水産業振興

B03 観光振興

B04 労働環境

B05 就労機会

C01 地域福祉C02 高齢者支援
C03 障がい者支援

C04 公衆衛生

C05 健康づくり

C06 地域医療

C07 生活支援

D01 生涯学習
D02 文化芸術振興

D03 スポーツ振興

D04 都市交流

D05 人権尊重

D06 男女平等

E01 生物多様性

E02 ごみ・資源

E03 温暖化対策

E04 景観形成

E05 公園緑地

E06 住環境

E07 排水処理

F01 地域防災F02 災害対策

F03 火災・救急

F04 防火・救命

F05 防犯対策

F06 交通安全

G01 市街地形成

G02 拠点形成

G03 移動環境整備

G04 公共交通

H01 市民参加
H02 コミュニティ

H03 協働まちづくり

H04 窓口サービス

H05 広域連携

H06 公共施設H07 職員体制

H08 シティプロモーション

H09 財政運営
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Ⅲ状況に応じて取り組む項目 Ⅳ優先度の低い項目

Ⅱ現状維持を図る項目

満足度平均
（49項目全体）

0 .157

重要度平均
（49項目全体）

1 .108
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 市民意識調査における自由記述は 859 人、分類・整理すると 1,549 件のご意見をいただきま

した。本計画に関連が深い“安全で安心して暮らせる強くしなやかなまち（市総合計画の政策目

標 6）”に触れているご意見は、約１割の 152 件でした。 
 

 ご意見で触れている自然災害の種別としては、大規模地震・津波、強降雨時の浸水、火災延焼が

多く、一定程度の方が普段から自然災害の発生を意識している状況があります。 
 

 地域の強靭化につながる取り組みとしては、公助として防災・減災に資する施設整備や避難所等

の防災拠点・救急活動の充実、防災情報の的確な発信等を求めるものが多く挙がっています。加

えて、個人や地域での円滑な避難行動、水や物資備蓄などの取り組み、普段から顔が見える地域

での関係構築、地域防災活動などの重要性を感じているという自助・共助に関連するご意見もい

ただきました。 
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 オープンハウスにおける意見提出のうち、本計画に関連が深い“防災や災害、暮らしの安全・安

心”に触れているご意見は、約１割に当たる 40 件でした。 
 

 自然災害の種別としては、強降雨時の浸水、火災延焼に触れているご意見が多く、災害規模は小

さくても、発生頻度が高い自然災害の発生への関心が高いことと思われます。職員との対話の中

で、防災・減災がよく話題に上がっていました。 
 

 地域の強靭化に関連が深いご意見としては、発災時の身近な環境に関連するもの、個人の行動・

地域活動に関するものを多くいただきました。例えば、防災リーダー研修や防災訓練に若い世代

も加わって充実させるべき、ペットとの避難方法を考えたい、防災情報が得られやすくなるとよ

い、地域のつながりや助け合いが重要、植樹・庭木のある家が増えるとよい、災害発生以前の準

備が必要など、高い防災意識からのご意見です。 

もちろん、防災・減災施設の整備や防災情報の的確な発信、火災に対する土地利用の誘導といっ

た公助としての取り組みの着実な推進を望むご意見もいただきました。 
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本計画では、前章に示す大規模自然災害を対象にして、次図に示す構成で基本目標から施策（取り

組み）の方向をまとめています。個別、具体的な取り組み（事業）については、社会経済状況の変化

や自然災害の発生、予測精度の向上、対策内容や技術の発展等に柔軟に対応していくため、別にとり

まとめて本計画と合わせて公表し、適宜の更新を行います。 
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基本法第 14 条において、地域計画は「国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなければ

ならない」と規定されていることを踏まえ、本計画では国強靭化計画の基本目標と同じ、以下の４項

目を基本目標として設定しました。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

基本目標を基に、より具体化した「事前に備えるべき目標」は、国強靭化計画や県強靭化計画を参

考にして本市に適合させ、次の７項目を設定しました。 
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4 項目の「基本目標」と７項目の「事前に備えるべき目標」をもとに、国強靭化計画で設定された 

45 項目 の「おきてはならない最悪の事態」、県強靭化計画の 41 項目の「起きてはならない最悪の

事態」との整合を図りながら、本市の地域特性や分かりやすさを考慮した 15 項目の「起きてはなら

ない最悪の事態(リスクシナリオ)」（以下「リスクシナリオ」という。)を設定しました。 
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リスクシナリオに対して、本市の様々な施策が強靱化に資するものとして適切に講じられているか

を確認するため、施策分野を設定します。 本市では、市総合計画において８つの政策目標を挙げて

おり、これを施策分野として設定します。 
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本市では、「３．５市総合計画の施策目標と地域の強靭化に関連する施策群」で整理しているよう

に、これまでにも防災・減災や地域の強靱化に関連する施策に取り組んできています。市総合計画を

もとにした施策群には、直接的に防災・減災に寄与する取り組みもあれば、主な実施目的は平常時の

快適性や利便性の向上であるものの、改めて大規模自然災害の発生の観点から間接的に寄与する取り

組みとして抽出したものもあります。 

本計画では、大規模自然災害が発生してしまうことを改めて想定して、地域の強靭化を目的とした

施策を体系化して積極的な推進を図ります。 

本章では、「リスクシナリオ」別に本市の取り組み状況の脆弱性を確認し、「リスクシナリオ」を

回避するために必要となる施策の方向をまとめ、主として国の支援を得て推進を図る取り組みからな

る「茅ヶ崎市国土強靱化地域計画に基づき実施する事業一覧」を別綴としました。 

 

 

本計画の施策の方向は、次の考え方で「リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態）」ごとに整

理しています。 
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ここでは、４．１の「施策の方向のまとめ方」にしたがい、リスクシナリオ（起きてはならない最

悪の事態）ごとに、取り組みの脆弱性評価やそれに対応する施策の方向（国強靱化計画の推進方針に

該当）を示します。  
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リ ス ク シ ナ リ オ 1-1 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

大規模地震により、家屋や集客施設が倒壊することで、人命に直接的に影響がでること

が想定されます。本市では最大のもので震度７の地震により、建物倒壊が全壊 1 万 8780

棟、半壊 1 万 5840 棟の被害が想定されており、これは約２軒に１軒が被害を受ける割

合です。建物倒壊を免れたとしても、家具の転倒による圧死の危険性もあります。 

 また、避難路や緊急輸送道路としての機能をもつ道路等が通行不能になることによる、

救助や消火活動の遅延により、さらに多くの死傷者が発生するおそれがあります。 
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33 

 

リ ス ク シ ナ リ オ 1-2 

 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

市街地で大規模な延焼火災が発生すると、人命や人々の財産に大きな影響が及びます。 

本市は、木造家屋が密集し、道幅の狭い道路が多いため、1 件の火災から延焼し、大規

模な火災に発展する危険性が高い都市構造です。このような延焼被害が起きた場合、運

命を共にする建築群のことを「クラスター（延焼運命共同体）」という言葉で表しま

す。本市のＪＲ東海道本線より南側のクラスターは県内最大規模であり、大きいもので

は 1 万棟以上が焼失するという測定結果があります。 
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リスクシナリオを回避するための施策 
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リ ス ク シ ナ リ オ 1-3 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

平成 23 年の東日本大震災では、大津波警報が発令、地震津波が沿岸部で広く発生して

壊滅的な被害が発生しました。 

津波が襲来すると、逃げ遅れ等による多数の死傷者・行方不明者が発生するおそれがあ

ります。海岸近くにある建物は倒壊し、その後の引き波によって、飲み込まれた人々、倒

壊した建物、自動車、船が海に流されてしまいます。また、海岸に押し寄せた津波が川を

さかのぼって内陸部に到達することで、海抜の低い土地の浸水も予想されます。 

本市は、海岸や相模川沿いの一定の範囲で、地震等の発生により津波が到達するおそれ

があります。津波の高さや到達時間については、地震のタイプと場所により異なります

が、最短で５分後に津波が到達することや、第二波以降で最大約８ｍの津波が到達するこ

ともあると予測されています。 
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リスクシナリオを回避するための施策 
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リ ス ク シ ナ リ オ 1-4 

 

 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

台風や豪雨等による水害・土砂災害が日本各地で発生しており、気候変動の影響により激

甚化、頻発化しています。本市においても一級河川相模川をはじめとする河川の氾濫や土

砂災害などが起こり得て、建物等の財産への被害や死傷者が発生するおそれもあります。

水路や管路を経て市街地から河川や海域に排水することが可能な能力を超える強い降雨の

場合には、地盤の低い場所での道路冠水や床上・床下浸水等につながり、複数地区で大規

模な浸水被害（内水）が発生した経験も有しています。 

また、相模湾に面して位置する本市は高潮被害の予測があるほか、火山災害も関係して火

山灰の堆積による移動への支障、木造家屋への被害等が想定されています。 
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リスクシナリオを回避するための施策 
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リ ス ク シ ナ リ オ 2-1 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

生死を分けるタイムリミットは被災後 72 時間（3 日）といわれており、災害発生直後か

ら多くの現場で救助や医療が求められます。しかし、医療施設自体の被災や、ライフライン

機能支障・医療従事者の死傷、参集困難等による医療機能の低下、物資・医療搬送等に必要

な道路の閉塞などにより、救助・医療活動に限界が生じるおそれがあります。 
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リスクシナリオを回避するための施策 
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リスクシナリオ 2-2  
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リ ス ク シ ナ リ オ 2-2 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

断水の発生や汚水処理施設等の損壊、災害ごみの処理不全などによって市街地全体的に

生活・衛生環境が悪化すると、食中毒の発生やノロウイルスといった感染性胃腸炎の流

行、風邪やインフルエンザなどの感染拡大が懸念されます。避難所では、同じ空間に多く

の人が集まって生活することから、リスクが高い状況となります。 

感染症のまん延は、災害に関連する人的被害（災害関連死など）の拡大につながり、ま

た、避難所生活から来る疲労、睡眠不足、ストレス等による体力の低下、罹病･病状の悪

化等が起こるおそれもあります。 
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リ ス ク シ ナ リ オ 3-1 

 

 

○ 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 

災害発生時、本市は市民・市内事業者に最も近い行政機関として、災害対応・被災者支援

に携わる重要な役割を担うことになります。その拠点となる市役所・消防署等の市が管理す

る建築物の倒壊や、職員が被災することにより、災害応急対策活動や災害復旧活動に支障を

きたすおそれがあり、復興に向けた取り組みの遅れも想定されます。 
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リ ス ク シ ナ リ オ 4-1 

 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

情報通信網は、災害時の被災者への情報提供の手段として非常に重要な役割を担いま

す。しかし、地震動、津波や浸水の影響による電力供給施設の被害、情報機器の損壊など

により、情報通信が機能できない状況下では、市からの災害情報、その他のメディアから

の重要な情報が伝わらなくなり、市民の適切な避難行動に支障となります。 

特に１１９番通報など消防業務の情報伝達の異常・遅延は、救助・支援活動の遅延にも

つながり、人的被害の拡大につながります。 
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リ ス ク シ ナ リ オ 5-1 

 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

建築物や電柱の倒壊、陥没などにより、防災拠点と被災地を結ぶ緊急輸送道路や、鉄道

等の基幹的陸上交通ネットワークが分断されて輸送力が低下すれば、復旧や被災支援に関

係する人、物資、機材が届かず、被害規模の拡大につながります。また、道路の被害が大

きく、輸送力が低下した状態が継続してしまうと、復興しようとする事業活動において必

要な部品や資材の円滑な調達を妨げるなど、産業生産力の低下・都市機能回復の妨げとな

ります。 
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○ 
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リ ス ク シ ナ リ オ 5-2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

災害が発生し、道路が通行不能となり、物資の輸送が困難な状態となると、食料・飲料水等の

物資の不足を招きます。また、上下水道や電気、ガス、通信などのライフラインの供給が停止

することで、被災者の避難生活に支障が生じるおそれがあります。 
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リ ス ク シ ナ リ オ 6-1 

 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

大規模な地震による二次災害として、火災延焼の発生確率が高く、市内各所で同時に火災

が発生、拡大して消防が追い付かなくなると、多くの死傷者が発生するおそれがあります。

また、地震津波の発生では、地震動に耐えた建物も損傷を受け、建築物の部材や自動車など

が入り交ざって流されてしまうと、オイルや可燃性ガスを原因とする火災の発生、危険物

質・有害物質の拡散による健康被害の懸念も大きくなります。 

大地震と強降雨など、時期を置かずに発災してしまう場合には、個別の災害に対する被害

想定が加速度的に大きくなってしまいます。 
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リ ス ク シ ナ リ オ 6-2 

 

 

○ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 危険物や有害物質を使用・保管している施設が損壊して、大気中あるいは周辺の土壌や河

川・沿岸海域への漏出・流出が起これば、健康被害の発生や、土壌・水質汚染等の二次被害に

つながるおそれがあります。 
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リ ス ク シ ナ リ オ 7-1 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

災害時には、瓦礫をはじめとする災害廃棄物が大量に発生し、発災直後から撤去や仮置

場の設置等、必要な処理が滞ってしまう可能性や、廃棄物処理が被災したために処理が追

いつかず、復旧・復興が大幅に遅れる事態となるおそれがあります。 

また、災害廃棄物の処理が遅延すると、日常的なごみ処理自体にも影響を及ぼし、生活

衛生環境の悪化にも繋がる恐れがあります。 
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リ ス ク シ ナ リ オ 7-2 

 

 

○ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人

  

 

 

災害発生後から、基幹道路の啓開※、避難所の運営、救援物資の配布等の応急対応、管理

施設の損傷対策等を行う復旧、その先のより災害に強い市街地や人々の生活、事業者の活動

環境を整えていく復興に対して、同時並行的に対応をしていかなればならない状況が生じま

す。特に長期間にわたって市民や事業者の意向を踏まえながら継続的な取り組みが必要な復

興への着手が遅れてしまえば、致命的となり、避難生活が長期化し、まちの再建の見通しが

立てられなくなってしまいます。 

※緊急車両の通行のため、道路のがれき除去などの最低限の処理を行って救援ルートを開けること 



65 

 

 

 

 

 

 

 



66 
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リ ス ク シ ナ リ オ 7-3 

 

○ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

災害の発生により、貴重な文化財や景勝地等の環境的資産が損壊・喪失するおそれがあ

ります。また、災害時は、避難所等での相互協力や、速やかな復興のための市民や地域コ

ミュニティの自助・共助の役割が重要視されています。災害による地域コミュニティの崩

壊は、死傷者や災害関連死の増大・復興の遅延だけでなく、地域で守ってきた祭礼・行事

等に関わる・有形・無形の文化財を継承不可能とし、地域の特徴である文化遺産とともに

地域のアイデンティティを喪失させるおそれがあります。 
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人

主要な施策：● 関連施策：○  
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本計画は、いつ起こるのか定かではない様々な大規模自然災害が起こるより以前に、地域の強靭化

に向けて市、市民及び事業者等が連携し、着実に取り組み続けることを重視しています。防災・減災

に直接的に寄与する取り組みは計画的な推進、間接的に寄与するものは積極的に発災時を考慮に入れ

て取り組み内容を構築して実行することが重要となります。 

“大規模自然災害が起こるより以前”ということは、発生してしまうまで継続して取り組むので、

平常時の施策・事業の実施に係る手続きに本計画を推進する仕組みを溶け込ませられるかが大切であ

ると考えます。また、本計画でまとめたリスクシナリオを回避するための施策の方向は、人の生命・

財産の保全などの一般的に優先度が高い項目を主な取り組みとして位置付けていますが、いずれのリ

スクシナリオの回避も、そのための取り組みの推進も重要であることから、各分野が本計画の推進を

意識し続ける必要があります。 

したがって、本計画については特別な推進体制を設けるのではなく、全庁的に認識・意識が保たれ

るよう、市総合計画や茅ヶ崎市実施計画、各年度の予算編成と関連付けた推進方法とします。 

 

 

 

 

「リスクシナリオを回避するための施策の方向」で、地域の強靭化に資する各分野の取り組みを着

実に進めていく中で、国強靭化計画や県強靭化計画の内容や社会経済情勢や各分野の取り組みニーズ

の変化などを踏まえた柔軟な対応も求められます。 

そのため、毎年度の予算編成等の適切なタイミングで、取り組みの実施状況の確認等を行うことで

地域の強靭化に向けた取り組みの必要性に関する認識共有を図りながら、進捗管理を行います。特

に、別綴としてまとめている「茅ヶ崎市国土強靭化地域計画に基づき実施する事業一覧」について

は、国の事業・制度の動きや支援にあたっての条件が随時変化することに留意し、適切な記載を維持

するための更新等を行います。 
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本計画は、大規模自然災害に備えて継続的に取り組むべき方向をまとめており、不変性があります

が、５．２に示す「計画の進捗管理」で毎年度の取り組み実績を蓄積して継続しつつ、必要な場合に

は全体を見直すこととして、国強靭化計画や県強靭化計画を踏まえて所要の検討を行い、関連する個

別計画との整合を確保していくものとします。 

ここで計画見直しの要否を検証するタイミングとしては、基本的に市総合計画、実施計画の策定や

改定時を想定することとします。 

 

  

《本計画の推進方法について》 

 本計画に位置付けた取り組みのうち、具体的な取り組み（事業）について毎年度の確認と更

新を行い、その蓄積をしつつ、市総合計画・実施計画の策定・改定のタイミングでは、本計画

の全体的な見直しの必要性を検証する次のフローで推進します。 

 

茅ヶ崎市国土強靭化地域計画の策定（令和 5（2023）年 3 月） 

施策の方向に基づく取り組みの展開 

取り組み(事業)の更新等 

 

(

進
捗
管
理
・
毎
年
度) 

取り組みの脆弱性評価・社会経済状況等の把握

市総合計画・実施計画の 

策定・改定時点 

継
続
的
な
計
画
推
進(

期
間
延
伸
な
ど) 

全
体
的
な
見
直
し(
改
定) 

認 

本計画の全体的見直しの要否の検証 

リスクシナリオの回避に向けた 

取り組み(事業)の実施 

「5.2 計画の進捗管理」の流れ 

「5.3 計画の見直し」の流れ 
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